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１７ 

 

 

 

 

障がい福祉サービス全般に関する相談窓口です。 

所 在 地 〒150-8010 

宇田川町1-1 区役所本庁舎2階 

受付時間 月曜日～金曜日 8時30分～17時 

（祝日、年末年始を除く） 

■手話通訳者を設置しています 

設置日 月曜日・金曜日 13時～17時 

■よくある相談内容 

障害者総合支援法・児童福祉法に基づくサービス

（10～１１ページ）の利用に関する相談、障害者手

帳の申請・更新について 

身体障がい、 

難病患者 
身体福祉係 電話 3463-1937 

知的障がい 知的福祉係 電話 3463-1978 

精神障がい 精神福祉係 電話 3463-1905 

自立支援医療制度について 

更生医療 身体福祉係 電話 3463-1937 

精神通院 精神福祉係 電話 3463-1905 

緊急時に使える制度について 

緊急介護人の派遣 

（在宅での介護） 
給付係 電話 3463-1924 

緊急一時保護 

（施設での介護） 
知的福祉係 電話 3463-1978 

各種助成制度について 

福祉手当の支給、

医療費・介護料の

助成、配食サービ

ス、タクシー券・理

美容券の交付、交

通機関の割引に関

すること 

給付係 電話 3463-1924 

補装具費、日常生

活用具費、住宅設

備改善費の支給に

関すること 

身体福祉係 電話 3463-1937 

[ 窓口別サービス一覧表 ] 

サービスの詳細については、各ページをご確認

いただくか、担当係までお問い合わせください。 

FAX 5458-4935 (障がい者福祉課共通) 

内 容 ページ 

経理係  電話 3463-1936 

障がい者サポートカード 

移動支援 

68 

69 

給付係  電話 3463-1924 

心身障害者福祉手当（区） 

重度心身障害者手当(都) 

特別障害者手当(国) 

障害児福祉手当(国) 

原子爆弾被爆者社会参加奨励金（区） 

心身障害者扶養共済制度(都) 

心身障害者(児)医療費助成（都） 

難病等医療費助成 

特殊医療費の助成（人工透析を必要とす
る腎不全・先天性血液凝固因子欠乏症等） 

在宅難病患者医療機器貸与・訪問看護 

在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護 

重度脳性麻痺者介護事業 

入浴介助サービス 

配食サービス 

寝具の乾燥 

理美容券の交付 

緊急介護人の派遣 

救急通報システムの設置 

福祉タクシー券の交付 

リフト付きタクシー 

重症心身障害者等介護タクシー利用料助成 

自動車燃料費の助成 

自動車運転免許取得費の助成 

都営交通の無料乗車券と割引 

民営バス運賃の割引 

有料道路料金の割引 

29 

29 

30 

31 

34 

36 

37 

38 

39 

40 

40 

47 

５８ 

58 

58 

59 

63 

６５ 

71 

71 

72 

72 

74 

85 

86 

87 

障がい者福祉課 

相 談 窓 口 
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１８ 

  

  

区長から委託された民間の協力者です。障がいのある方やその家族からの相談に応じ、問題解決のた

めの助言・指導を行っています。 ※相談員の任期：2年（令和4年4月1日～令和6年3月31日） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名 住 所 電 話 番 号 

 

氏 名 住 所 電 話 番 号 

角 張  宣 子 千駄ヶ谷在住 3401-7665 齊 藤  緑 笹 塚 在 住 5351-3744 

加 藤  由 里 広 尾 在 住 5467-2919 堀 口  智 子 代々木在住 3481-6247 

木塚  美由紀 神宮前在住 5474-1609 安 川  みさ 広 尾 在 住 3409-3329 

道 井  美 樹 幡 ヶ谷 在 住 3370-0541 

■窓口相談日    5・7・9・11・1・3月の第4木曜日 13時30分～16時 （予約不要） 

■問い合わせ先  障がい者福祉課 知的福祉係  電話 3463-19７8  FAX 5458-4935 

内 容 ページ 

身体福祉係  電話 3463-1937 

障害者総合支援法・児童福祉法に基づ

く制度の利用に関する相談 

身体障害者相談員 

身体障害者手帳 

自立支援医療（更生医療） 

重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業 

補装具費の支給 

中等度難聴児に対する補聴器の支給 

日常生活用具費の支給 

住宅設備改善費の支給 

補助犬の給付 

自動車改造費の助成 

点字図書の給付 

福祉電話の設置 

NHK放送受信料の減免 

東京都休養ホーム 

9 

１８ 

27 

42 

４８ 

5２ 

53 

53 

５７ 

70 

73 

80 

81 

89 

１１９ 

内 容 ページ 

知的福祉係  電話 3463-1978 

障害者総合支援法・児童福祉法に基づ

く制度の利用に関する相談 

知的障害者相談員 

愛の手帳 

緊急一時保護（委託施設） 

NHK放送受信料の減免 

知的障害者グループホーム入居者家賃助成 

職親委託 

東京都休養ホーム 

9 

18 

27 

64 

89 

99 

108 

119 

精神福祉係  電話 3463-1905 

障害者総合支援法・児童福祉法に基づ

く制度の利用に関する相談 

精神障害者保健福祉手帳 

自立支援医療(精神通院) 

NHK放送受信料の免除 

東京都休養ホーム 

9 

28 

43 

89 

119 

氏 名 住 所 電 話 番 号 障がい区分 

大 島  光 子 恵比寿在住 3486-5238 音声・言語 

大沼  須摩子 上 原 在 住 3469-5279 視 覚 

遠藤  美砂子 代々木在住 3377-7929 肢体不自由 

越 川  重 夫 恵比寿西在住 
3496-5078 

（ F A X ） 
聴 覚 

■窓口相談日 

6・8・10・12月の第2火曜日 

13時30分～16時 

※ 相談日によって担当する障がい
区分が異なるため、事前にお問

い合わせください。 

■問い合わせ先 

障がい者福祉課 身体福祉係 

電話 3463-1937 

FAX 5458-4935 

身体障害者相談員 

知的障害者相談員 

障害者相談員 
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民生委員・児童委員は、誰もが安心して暮らせる

ように、地域の住民と区・関係機関を結ぶパイプ

役です。厚生労働大臣から委嘱され、それぞれ

の担当地域において、地域で暮らす障がいのあ

る方、高齢の方、子育て世帯などの相談を受け、

必要なサービスを受けられるように支援します。 

相談内容や個人の秘密は必ず守ります。 

困りごとがあれば、まずは相談してください。 

お住まいの地域を担当する民生委員・児童委員

が分からない場合は、福祉部管理課民生係にお

問い合わせください。 

■問い合わせ先 

福祉部 管理課 民生係 

電話 3463-1846  FAX 5458-4936 

 

 

 

 

(1)相談支援事業 

家族まるごと支援が必要なケースや地域の相談

支援事業所だけでは課題の解決が難しいケース

などについて、基幹相談支援センターの相談員

が対応し、適切な支援機関へおつなぎします。 

また、区内の相談支援事業所に対して、研修や

情報提供を行い、相談支援体制のバックアップ

を行っています。 

■対 象 

年齢、障がいの種別を問わず、解決困難な課題

を抱える障がいのある方とその家族 

■受付時間 

月曜日～金曜日 8時30分～17時 

（祝日、年末年始を除く） 

■問い合わせ先 

〒150-8010 宇田川町1-1 区役所本庁舎5階 

電話 5457-0887  FAX 3477-2525 

 

 

 

(2)高次脳機能障がい相談 

■「高次脳機能障がい」とは 

脳の病気（脳卒中、脳腫瘍など）や、頭部の外傷

（交通事故等）の後遺症のひとつです。 

[ 主な症状 ] 

・ 注意障がい（集中力がない、気が散りやすい） 
・ 記憶障がい（新しいことを覚えられない） 
・ 遂行機能障がい（順序立てて物事を行えない） 
・ 失語（言葉が理解できない、出てこない） 

身体が回復した後も症状が残るため、「見えない

障がい」とも言われています。 

これらの症状で困っている方はご相談ください。

また、下記の日程で専門相談も行っています。 

■受付時間（専門相談） ※予約制 

月曜日・水曜日・金曜日 10時～16時 

（祝日、年末年始を除く） 

■高次脳機能障がい専門相談専用ダイヤル 

電話 3463-3298 

 

 

18歳以上の知的・身体障がいのある方やそのご

家族、支援者からの相談に応じ、必要な情報の

提供やサービス利用の支援をします。まずは、電

話等でお問い合わせください。 

 

■受付時間 月曜日～金曜日 10時～18時 

（祝日、年末年始を除く） 

■問い合わせ先 

〒150-0001 神宮前３-18-37 

電話 5412-0053  FAX 5412-2358 

渋谷区障がい者基幹相談支援センター 

はぁとぴあ相談ステーション 

民生委員・児童委員 
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難病・精神疾患でお困りの方の相談窓口です。 

■受付時間 

月曜日～金曜日 8時30分～17時 

（祝日、年末年始を除く） 

■相談内容 

① 難病・精神疾患についての相談 

お住まいの地区を担当する保健相談所の保健師

が、電話や来所による面接により、随時ご相談を

お受けします。家庭訪問による相談も行います。 

② 精神保健相談 

「こころの不調や悩みで相談したい」「生きていく

ことがつらい」「お酒や薬物などの問題について

相談したい」「家族の様子が最近おかしい」など、

こころの問題や病気で困っている方、その家族

などの相談に、精神科医が応じます。（予約制） 

相談をご希望の方は、お住まいの地区を担当す

る保健相談所の保健師にご連絡ください。 

 

 

そのほかに、下記の事業を実施しています。 

[ 保健相談所 管轄地区一覧 ] 

 

区内の地域活動支援センターでは、こころの病をお持ちの方やそのご家族が、地域で安心して生活で

きるように、さまざまな支援を行っています。（プログラムの内容やオープンスペースの提供時間につ

いては、124ページに掲載しています。） 

センター名 
渋谷区精神障害者地域生活支援センター 

さわやかるーむ 
地域活動支援センターふれあい 

対 象 
区内在住で、現在通院中で症状が安定して

いる方および家族・関係者等 

区内在住で、現在通院中で症状が安定して

いる方 

内 容 
相談、日常生活の支援、オープンスペースの

提供などを行っています。※面談相談は要予約 

相談、創作活動、啓発のための学習会などの

活動の場を提供します。※面談相談は要予約 

利用方法 
登録制です。まずはお電話ください。 

電話 3299-0100 

登録制です。まずはお電話ください。 

電話 5302-1190 

受付時間 
火曜日～土曜日 10時～18時 

（日・月曜日、祝日、年末年始は休み） 

月曜日～木曜日、日曜日 10時～18時 

（金・土曜日、祝日、年末年始は休み） 

利 用 料 
無料 ※プログラムに参加した場合、実費が

かかることがあります。 

無料 ※プログラムに参加した場合、実費が

かかることがあります。 

所 在 地 〒151-0053 代々木1-20-8 〒151-0073 笹塚3-43-1 

事 業 名 ページ 

在宅重症心身障害児(者)訪問事業（都） 

精神障害者社会復帰訓練（デイケア） 

在宅難病患者一時入院 

44 

50 

64 

名 称 管轄地区 所 在 地 電話番号 

中 央 

保 健 

相談所 

下記以外

にお住い

の方 

宇田川町5-6 

渋谷区子育て

ネウボラ４～６階 

3463-

2439 

恵比寿 

保 健 

相談所 

広尾 

恵比寿 

恵比寿南 

恵比寿西 

東 

恵比寿 

2-27-18 

3443-

6251 

幡ヶ谷 

保 健 

相談所 

本町 

幡ヶ谷 

笹塚 

幡ヶ谷 

3-39-1 

3374-

7591 

保健所（保健相談所） 

地域活動支援センター 
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東京都または渋谷区の指定を受けて、障害福祉サービス、障害児通所支援等の利用申請をした方など

の相談に応じる事業所です。区内の指定相談支援事業所の一覧は、149ページに掲載しています。 

■相談支援事業の種別 

次の3種類に分かれています。相談支援事業の内容については、12ページに掲載しています。 

・ 特定相談支援事業 ： 計画相談支援（サービス等利用計画の作成・モニタリングの実施）を行います。 

・ 一般相談支援事業 ： 地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）を行います。 

・ 障害児相談支援事業 ： 障害児相談支援（障害児支援利用計画の作成・モニタリングの実施）を行います。 

 

 

■センターの事業 

① 児童のさまざまな問題についての相談・援助 

② 児童とその家族についての必要な調査・診
断・治療・援助 

③ 児童福祉施設への入所、里親への委託の措置 

④ 児童の一時保護 

⑤ 愛の手帳の申請・判定 

■対 象 

都内在住の18歳未満の子どもに関するご相談

であれば、本人、ご家族、学校の先生、地域の

方々など、どなたからの相談もお受けします。 

■相談窓口 

4152(よいこに)電話相談  電話 3366-4152 

聴覚・言語障がい者用相談  FAX 3366-6036 

■受付時間 

月曜日～金曜日 9時～21時 

土・日曜日、祝日 9時～17時 

休業日 12月29日～1月3日 

※ 上記以外の時間については、児童相談所虐待

対応ダイヤルで対応します。 

■問い合わせ先 

〒169-0074 新宿区北新宿4-6-1 

電話 5937-2314 （渋谷区担当直通） 

FAX 3366-6036 

児童相談所虐待対応ダイヤル （1 8 9
いちはやく

番） 

虐待通告やその他子どものことで緊急のご相談

がある場合には、189番にお電話ください。

 

 

補装具の判定、愛の手帳の判定（１８歳以上）、

区市町村等への専門的支援等を行っています。 

また、高次脳機能障がいのある方やその家族へ

の相談業務、身体障害者手帳および愛の手帳の

発行等も行っています。 

■利用方法 

渋谷区障がい者福祉課を通じて申し込んでくだ

さい。なお、愛の手帳の判定（１８歳以上）と高次

脳機能障がいの相談については、次のとおり、

センターに直接お問い合わせください。 

（１） 愛の手帳（18歳以上）の判定 

直接電話で来所する日時を予約してください。 

愛の手帳判定予約専用 電話 3235-2961 

受付時間 月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

9時～12時、13時～17時 

（２） 高次脳機能障がい相談 

高次脳機能障害専用電話相談 

電話 3235-2955  FAX 3235-2957 

受付時間 月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

9時～12時、13時～16時 

東京都心身障害者福祉センター 

東京都児童相談センター 

指定相談支援事業所 
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■問い合わせ先 

○ 東京都心身障害者福祉センター 

〒162-0823 

新宿区神楽河岸1-1 東京都飯田橋庁舎 

（セントラルプラザ12～15階） 

電話 3235-2946  FAX 3235-2968 

 

○ 東京都心身障害者福祉センター 多摩支所 

〒186-0003 国立市富士見台2-1-1 

（東京都多摩障害者スポーツセンター内） 

電話 042-573-3311 

FAX 042-576-5295 

 

(１)精神保健福祉相談（こころの健康相談） 

こころの健康に関する内容の相談のほか、アル

コール・薬物・ギャンブル等の問題に関する相談、

思春期相談などの専門相談を行っています。ま

た、専門相談では、本人プログラムや家族講座な

ども実施しています。まず、電話でお話を伺い、

必要な場合は面接相談を行います。 

■問い合わせ先 

〒156-0057 世田谷区上北沢２-１-7 

電話 3302-7711 (相談専用) 

受付時間 月曜日～金曜日 9時～17時 

（祝日、年末年始を除く） 

 

(２)精神科デイケア 

疾患別、目的別に特色あるプログラムを用意し

ています。 

■対 象 

復職、就労あるいは進学・復学をめざす、精神

科・心療内科に通院中の方 

■利 用 料 

保険診療によるデイケアのため、自己負担あり。

各種健康保険、自立支援医療（精神通院医療）、

生活保護の利用で、自己負担を軽減できます。 

■利用方法 

左側に記載の相談専用電話にご連絡ください。 

 

東京都では、夜間こころの電話相談を実施して

います。こころの悩みや精神的な問題で困った

ときや、よく眠れない、やる気がでない、死にた

くなるなどでつらいときは、お電話ください。 

■問い合わせ先 

夜間こころの電話相談 

毎日17時～22時（受付は21時30分まで） 

電話 5155-5028 

 

 

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発

達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障がい

などの発達障がいのある方や、そのご家族など

からの相談に応じています。（予約制） 

■利用方法 電話、メールでお申し込みください。 

電 話  3426-2318 

Eメール  tosca＠kisenfukushi.com 

■問い合わせ先 

〒156-0055 世田谷区船橋1-30-9 

電話受付 月曜日～金曜日 9時～17時 

相談時間 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日 

9時30分～17時 

（電話受付・相談時間のいずれも、祝日、年末年始を除く） 

都立中部総合精神保健福祉センター 

東京都発達障害者支援センター（TOSCA） 

夜間こころの電話相談（東京都） 
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地域で生活する難病患者の日常生活の相談・支

援、地域交流活動の促進、就労支援などを行う拠

点として、次の事業を実施しています。 

（１） 東京都難病相談・支援センター 

① 相談支援 

難病相談支援員（看護師・ソーシャルワーカー）に

よる療養相談、難病患者就労コーディネーター

による就労相談を行います。※面談は要予約 

② 難病に関する資料提供、日常生活用具の展示 

③ 難病医療相談会、難病医療講演会 

患者、家族、都民等を対象とした専門医等による

相談会・講演会を開催しています。※要予約 

④ 難病患者就職サポーターによる出張相談 

ハローワークの難病患者就職サポーターによる

出張相談です。（毎月第3金曜日、要予約） 

■問い合わせ先 

〒１１３-００３４ 文京区湯島１-５-３２ 

順天堂大学診療放射線学科実習棟2階 

電話 ５８０２-１８９２ 

(2) 東京都難病ピア相談室 

① ピア相談 

日常生活・療養生活における困りごとの相談に、

ピア相談員（難病患者・家族）が対応します。 

② 患者・家族交流会 

患者・家族同士の交流と情報交換を目的とした

交流会を行っています。 

■問い合わせ先 

〒１５０-００１２ 広尾５-７-１ 

東京都広尾庁舎1階 

電話 ３４４６-０２２０ （相談専用） 

 ３４４６-１１４４ （予約・問い合わせ専用） 

 

■受付時間  ※(1)・(2)共通 

月曜日～金曜日 10時～16時 

（祝日、年末年始を除く） 

 

 

 

 

 

福祉相談として、ピアカウンセリング、法律相談

を行っています。 

■対 象 

障がいのある方とその関係者 

■内 容 

① 同じ障がいの生活経験を持つ方、またはその
家族の方を相談員とする相談。（ピアカウンセ

リング）  ※ 障がい種別ごとの相談です。 

種別 

肢体不自由、視覚障がい、聴覚障がい、

言語吃音、喉頭摘出、知的障がい、 

てんかん、精神障がい、自閉症、 

肝臓障がい 

※ てんかん、精神障がい、自閉症、肝臓

障がいの相談は、予約制です。 

② 弁護士による法律相談（予約制） 

■利用方法 

対面・電話・手紙により相談できます。 

相談日は障がい別で異なりますので、日程につ

いてはお問い合わせください。 

■受付時間 

13時30分～16時30分 

（法律相談は15時45分まで） 

■その他の事業 

集会室などの公開利用（119ページ）、視覚障害

者日常生活情報点訳等サービス（80ページ）も

実施しています。 

■問い合わせ先 

〒108-0014 港区芝5-18-2 

電話 3455-6321  FAX 3453-6550

東京都障害者福祉会館（福祉相談） 

難病に関する相談窓口（東京都難病相談・支援センター） 
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次の表に記載するサービスを提供しています。 

事 業 名 ページ 

紙おむつ購入費の助成 

やすらぎサービス（住民参加型在宅福祉サービス） 

生活福祉資金の貸付 

移動サービス(福祉有償運送) 

車いすの無料貸出し 

手話通訳者の派遣、要約筆記者の派遣 

ボランティアセンター 

福祉活動助成事業 

手話講習会 

59 

６０ 

６１ 

73 

74 

77 

127 

127 

127 

 

■受付時間 

月曜日～金曜日 8時30分～17時 

（祝日、年末年始を除く） 

■問い合わせ先 

渋谷区社会福祉協議会 地域福祉課 

〒150-8010 宇田川町1-1 区役所本庁舎 

地域福祉係 （2階） 

電話 5457-2200  FAX 3476-4904 

地域支援係 （5階） 

電話 6452-5024  FAX 3477-2525 

ボランティアセンター （2階） 

電話 6452-5065  FAX 3476-4904 
 

 

■センターの事業 

① 成年後見制度の周知普及、専門相談 

成年後見制度を正しく理解していただくための講

座、講演会等を行っています。また、制度を利用

するための手続き等の専門相談を行っています。 

成年後見相談専用 電話 3780-9408 

※ 面接相談は、事前の予約が必要です。 
② 専門職による定例相談会（無料） 
成年後見制度の利用をお考えの方、申立て手続

きや後見人等候補者の検討をしている方を対象

に、弁護士または司法書士による個別の相談会

を毎週木曜日に開催しています。相談会は予約制

です。 

相談会予約電話 電話 5457-0099 

 

③ あんしんサービス （60ページ） 

頼れる親族がいない、外出困難等で日常生活を

送ることが難しく、福祉サービスの利用援助が

必要な方が安心して在宅生活を続けるためのお

手伝いをします。 

④ 成年後見人の報酬等の助成 （61ページ） 

一定の要件のもとで成年後見制度の利用費用を

助成しています。 

■受付時間 

月曜日～金曜日 8時30分～17時 

(祝日、年末年始を除く) 

■問い合わせ先 

〒150-8010 宇田川町1-1 区役所本庁舎5階 

電話 5457-0099  FAX 3477-2525 

 

 

年代問わず、知的障がいのある人の日常生活、

地域でのくらし、進路、就労、対人関係などの相

談に応じ、必要な助言などを行います。来所によ

る相談の場合は、電話等で予約してください。 

■受付時間 月曜日～木曜日 10時～17時 

（祝日、年末年始を除く） 

■問い合わせ先 

社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会 

新宿区西新宿7-8-10 オークラヤビル2階 

電話 5389-2614  FAX 5389-4090 

 

手をつなぐあんしん相談（青年期相談） 

渋谷区社会福祉協議会 

渋谷区成年後見支援センター（渋谷区社会福祉協議会） 
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渋谷区手をつなぐ親の会によるピアサポート活

動。障がいや発達の遅れ、生活の困りごと、各種

サービスの相談先や利用方法等の相談を受け付

けています。 

■受付時間 

月曜日・水曜日・金曜日（祝日、年末年始を除く） 

10時30分～12時30分 

■相談方法 

電話、来所（要予約） 

■問い合わせ先 

〒151-0071 本町2-9-17 

渋谷区はつらつセンターケアステーション本町内 

電話 3375-0333 （FAX兼用） 

Eメール oyanokaishibu8@gmail.com 

 

 

指定特定相談支援事業所として、聴覚障がいの

ある方の日常生活や就学・就労の場面などでの

困りごとの相談に応じ、サービス等利用計画・障

害児支援利用計画の作成および評価を行います。

手話はもちろん、相談者に合わせたコミュニケー

ション手段で対応します。 

※ サービスを利用するには、障がい者福祉課で
利用申請の手続きを行う必要があります。 

■受付時間 

月曜日～金曜日 9時～17時30分 

（祝日、年末年始を除く） 

■対 象 

都内・関東近郊在住の聴覚障がいのある方、 

聴覚障がいを併せ持った重複障がいのある方 

■問い合わせ先 

公益社団法人 東京聴覚障害者総合支援機構 

東京聴覚障害者支援事業所 

〒150-0011 東1-23-3 

東京聴覚障害者自立支援センター内 

電話 5464-6058  FAX 5464-6059 

Eメール （相談予約） 

soudan@ap.wakwak.com 

 

 

 

聴覚障がい全般についての相談、聞こえの悩み

やメンタル面での相談、生活の中のさまざまな

相談を、来所・FAX・Eメール・電話で受け付けて

います。相談事業のほかに、聴覚障がいや手話

に関する図書や資料の貸出しなども行っていま

す。詳しくは、78ページをご確認ください。 

■対 象 

都内在住・在勤・在学の聞こえに障がいのある方

と、その関係者 

（身体障害者手帳の有無は問いません） 

■開館時間 

火曜日・水曜日・木曜日・土曜日 10時～17時 

金曜日 10時～19時 

（日・月曜日、祝日、年末年始は休館日） 

■問い合わせ先 

社会福祉法人 聴力障害者情報文化センター 

〒153-0053 目黒区五本木1-8-3 

電話 6833-5004  FAX 6833-5005 

Eメール soudan@jyoubun-center.or.jp 

ホームページ http://www.jyoubun-center.or.jp 

 

 

聴力障害者情報文化センター（相談事業） 

渋谷区手をつなぐ親の会 

東京聴覚障害者支援事業所 RONAプラン 
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盲ろう者の自立と社会参加のために必要とされ

るサービスを総合的に提供します。

■対 象

視覚と聴覚の両方に障がいのある盲ろう者

■事業内容

訓練事業（盲ろう者へのコミュニケーション訓練、

生活訓練、パソコン訓練）、総合相談支援事業

（盲ろう者、家族、支援関係者への相談支援）、社

会参加促進事業（集団学習会、交流会）など

■受付時間

月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）

9時30分～12時、13時～17時30分

■問い合わせ先

〒111-0053 台東区浅草橋1-32-6

コスモス浅草橋酒井ビル2階

電話 3864-7003 FAX 3864-7004

Eメール tokyo-db@tokyo-db.or.jp

ホームページ http://www.tokyo-db.or.jp/

消費生活に関する相談窓口です。商品の購入や

サービス契約時のトラブルに関して、解決のため

の助言、あっせん、情報提供等を行っています。

■対 象  都内在住・在勤・在学の方

■受付時間  月曜日～土曜日 9時～17時

（祝日、年末年始を除く）

■相談方法

① 電話による相談

② 来所での相談（予約不要）

※ 筆談等による相談、タブレット端末を利用し

た手話通訳での相談も可能です。

③ メールでの相談

聴覚に障がいのある等、電話による相談がし

づらい方を対象に、「東京くらしWEB」のサイ

トから、メールでの相談受付を行っています。

■注意事項（メール相談について）

・ メールで受付できるのは新規の相談のみで、

回答は1回限りとなります。

・ 回答には1週間程度かかる場合があります。

・ 契約関係書面や詳しい経緯などを確認する

必要がある場合は、来所による相談をお願い

します。相談は、ご家族や福祉関係者などの

補助者が同席できます。

■問い合わせ先

〒162-0823 新宿区神楽河岸1-1

セントラルプラザ16階

電話 3235-1155 (相談電話)

「東京くらしWEB」サイト

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/

sodan/sodan_syuwa.html

次のページでも、各種相談窓口等の案内をしています。

年金に関する相談             ⇒ 35～36ページ

税金に関する相談             ⇒ 94～98ページ

就労に関する相談          ⇒ 104～109ページ

子育て・教育に関する相談       ⇒ 110～117ページ

サービスへの苦情、障がい者虐待や差別に関する相談 ⇒ 154～156ページ

東京都盲ろう者支援センター

東京都消費生活総合センター

ページ案内


